
- 1 - 

 

鹿屋市の学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱（鹿屋市教育大綱） 

の策定方針（案） 

 

１ 策定の根拠 

 地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱（以下

単に「大綱」という。）は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改

正により、平成27年４月１日から全ての地方公共団体の長に策定が義務付けられ

た。 

 

 その内容は、教育基本法第17条第１項の規定に基づき、国が策定する教育の振

興に関する施策についての基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該

地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、その

目標、施策の根本となる方針を定めることとされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 大綱の定義 

(1) 大綱は、地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に資する総合的な施策に

ついて、その目標や施策の根本となる方針を定めるもので、詳細な施策を策定

することを求めていない。 

 

(2) 大綱は、国の計画における基本的な方針を参酌して定めることとされている。 

 

(3) 大綱が対象とする期間は、法に定めはないが、首長の任期が４年であること

や国の計画の対象期間が５年であることを鑑み、４年から５年を想定している。 

 

 

３ 大綱の記載事項 

 

(1) 大綱の記載事項は、各地方公共団体の判断に委ねられているが、主に学校の

耐震化、学校の統廃合、少人数教育の推進、予算や条例等の首長の有する権限

に係る事項の目標や根本となる方針が考えられる。 

 

(2) 大綱には、首長の権限に関わらない事項（教科書採択の方針、教職員の人事

の基準等）について、教育委員会が適切と判断して記載することも考えられる。 

【参考】地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

 （大綱の策定等） 

第１条の３ 地方公共団体の長は、教育基本法第17条第１項に規定する基本的な方針を参

酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する

総合的な施策の大綱（以下単に「大綱」という。）を定めるものとする。 

２ 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、

次条第１項の総合教育会議において協議するものとする。 

３ 地方公共団体の長は、大綱を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公

表しなければならない。 

４ 第１項の規定は、地方公共団体の長に対し、第21条に規定する事務を管理し、又は執

行する権限を与えるものと解釈してはならない。 

平成 27 年度第１回 

総合教育会議資料 協議(2) 
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４ 鹿屋市教育振興基本計画との関係 

(1) 鹿屋市は、平成21年度に平成22年度から平成31年度までを計画期間とする教

育振興基本計画を定めている。この計画の目標や施策の根本となる方針の部分

が大綱に該当すると位置付けることもできる。 

首長が、総合教育会議において教育委員会と協議・調整し、当該計画をもっ

て大綱に代えることと判断した場合には、別途、大綱を策定する必要はない。 

 

(2) 新たな首長が就任し、新たな大綱を定めた場合、その内容が既存の計画と大

きく異なるときには、新たな大綱に即して当該計画を変更することが望ましい。 

 

５ 鹿屋市教育大綱の策定方針（案） 

(1) 大綱の策定 

・ 現行の鹿屋市教育振興基本計画の基本理念及び基本目標を基本として策定

すること。 

・ 対象期間は平成27年度から平成31年度までとすること。 

 

(2) 理由 

・ 鹿屋市教育振興基本計画は、鹿屋市総合計画に基づき策定されており、基

本理念及び基本目標も概ね網羅されていること。 

・ 現行計画の基本構想最終年度が平成31年度であること。 

 

６ 今後の予定 

時  期 予  定 

平成27年４月１日 ○総合教育会議の設置 

平成27年５月1229日 ○平成27年度第１回総合教育会議の開催 

【主な議題】 

 ・地教行法の一部を改正する法律の概要について 

 ・鹿屋市総合教育会議運営要綱（案）について 

・鹿屋市教育大綱の策定方針（案）について 

平成27年６７月 ○平成27年度第２回総合教育会議の開催 

【想定される議題】 

・鹿屋市教育大綱の協議 

平成27年 月 ○鹿屋市教育大綱の策定及び公表（市長） 

○大綱に基づき第２期教育振興基本計画の策定に着手

（教育委員会） 

平成27年 月 ○平成27年度第３回総合教育会議の開催 

【想定される議題】 

・平成28年度教育費予算について 

 

７ 参考 県内19市の状況 

大綱の策定方法 市の数 

① 新たな大綱を策定する。 ２市 

② 既存の教育振興基本計画を大綱に代える。 12市 

③ 既存の教育振興基本計画の基本理念等を大綱に代える。 ２市 

④ 総合教育会議で協議する。  （鹿屋） ３市 
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